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○　

恩
給
法
に
よ
る
恩
給
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　

正　

案

現　
　
　

行

　

（
令
和
八
年
度
に
お
け
る
恩
給
改
定
率
） 

　

（
令
和
七
年
度
に
お
け
る
恩
給
改
定
率
） 

第
一
条　

令
和
八
年
度
に
お
け
る
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に

第
一
条　

令
和
七
年
度
に
お
け
る
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
恩
給
改
定
率
は
、
一
・
〇
六
七
と
す
る
。 

規
定
す
る
恩
給
改
定
率
は
、
一
・
〇
四
七
と
す
る
。 

 
 

（
扶
助
料
等
の
年
額
に
係
る
加
算
額
に
加
算
す
る
額
） 

　

（
扶
助
料
等
の
年
額
に
係
る
加
算
額
に
加
算
す
る
額
） 

第
二
条　

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年

第
二
条　

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年

法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う

法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

。
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
額
は
、
一
万
六
千
九
百
円
と
す
る
。 

る
額
は
、
一
万
千
六
百
円
と
す
る
。 

２　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規

２　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
九
千
六
百
円
と
す
る
。 

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
六
千
六
百
円
と
す
る
。 

３　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規

３　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
九
千
二
百
円
と
す
る
。 

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
六
千
二
百
円
と
す
る
。 

４　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

４　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
額
は
、
九
千
二
百
円
と
す
る
。 

政
令
で
定
め
る
額
は
、
六
千
二
百
円
と
す
る
。 

５　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

５　

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
額
は
、
九
千
二
百
円
と
す
る
。 

政
令
で
定
め
る
額
は
、
六
千
二
百
円
と
す
る
。



- 2 -

○　

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
年
金
た
る
給
付
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七

十
六
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　

正　

案

現　
　
　

行

　

（
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で

　

（
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
額
） 

定
め
る
額
） 

第
二
条　

法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

第
二
条　

法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

書
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
五
万

書
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
三
万

円
と
す
る
。

円
と
す
る
。


